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令和８年度当初予算 教育局重点事業について 

 
１ 静岡市の教育の方向性 

今年度４月より、私たちは常に「こども」をまんなかに据え、どの子にも「自分で

自分の道を切り拓いていく力」を育む教育を大切に考えてきました。 

これからこどもたちが生きていくのは、多様な個性や背景を持つ人たちと共生す

る社会です。一つの正解を見つける力よりも、自分とは違う考えを持つ人と知恵を出

し合い「みんなが納得する答え」を創り出す力が重要となります。「みんな同じ」で

は今ある様々な社会課題を解決できません。多様性を尊重し、どの子の個性も大切に

していきたいと考えています。 

また、予測不能な時代では、変化に柔軟に対応し自分で考え自分で決める力も必要

です。AI が多くの作業を助けてくれる社会になるからこそ、自己をよく理解し「自

分はどうしたいか」という人間としての意思を持つことがこれまで以上に重要にな

ります。自己選択・自己決定の場があるこどもをまんなかにした「こども主体の学び」

は、主体的に考え自分で決める力を育む教育の一つです。 

本日は、こどもたちが本来もつ「学ぶ力」を最大限に引き出し、主体的に取り組む

ことのできる「こどもまんなか」の学びの推進や「一人ひとりのやってみたいが広が

る学校」の実現に向けた令和８年度当初予算の重点事業について説明します。 

 

２ 令和８年度当初予算 教育局重点事業について・・・【参考資料１】 

 

目指す姿 「一人ひとりのやってみたいが広がる学校  

こどもまんなか～一人ひとりが輝く学び～」 

求める力 〇主体的に考え自己決定できる力 

     〇「想像力」や「課題解決能力」を持ち変化に柔軟に適応できる力 

     〇多様な他者と合意形成し、協働できる力 

     〇自己をよく理解し、自分の強みを生かせる力 

全てのこどもたちに、「こどもまんなかの学び」を保障するためには、その授業を

支援する ICT 等の環境整備と、教員が本来業務に専念し、専門性を発揮できるような

仕組みづくりが必要です。「すべてのこどもの学びの充実」、「教職員の専門性の向上

と発揮」、「こどもが安心して学べる環境づくり」の３つの政策から教育現場の課題等

にアプローチし、それぞれの学校がその地域や学校の持ち味を生かして、さらにより

良い学校運営を進めることができるように令和８年度の予算を編成しました。 

 

３ 政策１「すべてのこどもの学びの充実」に向けて 

（１）こどもが主体となり学習を進める環境の整備・・・【参考資料２】 

こどもたちが自分の得意や苦手を意識し、主体的に学び進められるよう、学習支援

ツールを導入します。また、教員もこどもたち一人ひとりの課題や理解度を的確に捉

え、授業づくりに生かします。具体的には、新たに１人１台端末に導入するアプリ「個
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別学習支援ツール」を使ってこどもたちが問題を解き、教員が「モニタリングツール」

を使って学習状況を確認します。さらに「データ分析ツール」で学習履歴を蓄積・分

析することで、児童生徒は学習の積み上げを実感することができ、教員は客観的な分

析データに基づいた授業や、個々の学習過程への支援を充実させることができます。 

 

（２）多様化が顕著となるこどもたちへの対応 

現在学校には様々なこどもたちが在籍しています。特別な支援を要するこどもた

ち、外国にルーツのあるこどもたち、医療的ケアが必要なこどもたちそれぞれが、安

心して学校生活を送ることができるよう、ニーズに応じた専門スタッフを適切に配

置します。令和８年度からは、通級指導教室で言語障害や肢体不自由児に指導を行う

教員に対し、言語聴覚士や理学療法士が専門的な助言を行い、専門性を補うことでこ

どもたちの特性に応じた支援を実施します。 

 

（３）安心して過ごすことのできる場づくり・・・【参考資料３】 

令和８年度からすべての小中学校に校内サポートルームを設置します。また、その

運営支援や、こどもたちの見守り、相談に対応するための教育相談員を拡充して配置

します。これにより、すべての学校で教室に入りづらいこどもたちが安心して過ごす

ことができる環境を整えます。 

また、４月から開校する学びの多様化学校では、授業時数を約２割削減する、遅め

の登校時間にするといった柔軟な教育課程のもと、生活リズム、学びの環境、教員と

の人間関係、自分の心の扱い方を学ぶ新設教科リフレクションなどに取り組みます。

ここでの運営のノウハウを市内各校の学校運営に生かし、安心して過ごせる場づく

りの考え方を全校に広げていけるよう、まずは「末広中学校分教室」の生徒達が楽し

く過ごせるよう丁寧に運営していきます。 

さらに、これまで１２の中学校に配置されていた訪問教育相談員を市内３か所の

教育支援センターに配置し、不登校児童生徒への家庭訪問や各校のサポートルーム

の運営指導を行うなど、教育支援センターが不登校支援の拠点となるよう機能を強

化します。 

昨年末には、民間フリースクールの学びを出席扱いとする際のガイドラインを作

成しました。今後は民間施設や福祉機関とも連携し、不登校のこどもや保護者を支え

る仕組みを整えます。 

 

４ 政策２「教職員の専門性の向上と発揮」 

（１） 欠員を生まない仕組みづくりや校務の改善 

産・育休の取得等により、教員に欠員が生じると、学校運営は困難になります。欠

員未補充の解消のために、令和８年度は１６人程度の臨時講師を任用し、年間を通じ

て欠員を生まない体制を確保することで、教員が安心して産・育休を取得できる環境

を整えます。 

また、教員の負担となっている業務の 1 つが、勤務時間外まで続く長時間にわたる
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保護者対応です。現在保護者との連絡手段は主に電話となっていますが、全小中学校

で統一のコミュニケーションツール（連絡アプリ）を導入し、保護者と学校との円滑

な情報共有や教員の負担軽減を図ります。 

 

（２）学校組織全体で対応する仕組みづくり・・・【参考資料４】 

市内全小中学校にフレキシブル担任制を導入し、担任ひとりで課題を抱え込むの

ではなく、チームで解決にあたる仕組みを整えます。これは、教員それぞれの強みを

生かしたり、複数の目でこどもたちを多面的に理解したりすることにつながり、教育

環境の充実が期待されます。こどもたちにとっても、複数の教員に見守られることで

悩み事の内容に応じて相談相手を選べる環境を整えることができます。 

また、学校で発生する様々な法的問題への相談体制を強化するため、来年度から

「学校案件を主に担当する顧問弁護士」を新たに 1 人配置します。これにより、学校

の立場に立って保護者等との面談に同席することが可能になるなど、現在よりも迅

速かつ実務的な法的支援を行います。 

 

５ 政策３「こどもが安心して学べる環境づくり」 

（１）安全に成長できる施設、環境 

 こどもたちの通学支援として、令和８年４月から統廃合される蒲原地区、由比地区

の小中学校において、スクールバスを運行し、こどもたちが安全に通学できる環境を

整備します。 

 また、夏の熱中症のリスクからこどもたちを守るため、小中学校の体育館に空調設

備を整備していきます。令和８年度は、すでに先行して実施しているモデル校３校の

効果検証と、新たに小学校１３校、中学校３校の設計を実施します。 

 

６ 授業づくりリーフレット「すごい学びが未来をつくる」・・・【参考資料５】 

このようなこどもをまんなかにした「こども主体の学び」や「一人ひとりのやって

みたいが広がる学校」の実現も、学校現場の教職員の力によって成し遂げられるもの

です。学校現場と行政が静岡市のめざす「こども主体の学び」について、その理念を

共有することが不可欠であると考え、現場の教職員対象に、このリーフレットを作成

しました。 

【参考資料５－１】の‟すごい″学びが未来を創るというのは、こどもの学びがこ

れからのよりよい社会を創るというメッセージです。【参考資料５－２】で「どんな

すごいが未来を創る？」と投げかけ、歓喜の声を上げて夢中になる子どもの姿や、そ

んな子どもの学びに感嘆する大人の姿をイメージできるよう、すごいと感じる子ど

もの学びの姿を６つ選んでイラストで表現しています。 

【参考資料５－３】はそんな学びの姿に気づき、価値づけ、成長に繋げることがで

きる教員もまたすごいと表現し、教員の持つ「子ども観」やめざす「教師像」、「授業

観」を記載しました。さらに【参考資料５－４】には、この考えの背景となる「時代

認識」「これから必要とされる力」「こどもの多様性」「学びの深化」について解説し
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ています。 

これを「授業づくりのスタートライン」と名付け、各校に配布し、研修や学校訪問

等で活用し、こどもの持つ学びの力を成長につなげるという教員の専門性が発揮で

きるよう支援し、現場と共に「こどもまん中」の学びを推進していきます。 

 

担当：教育総務課(054-354-2496) 
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教育局 令和８年度当初予算の概要

目標： 一人ひとりのやってみたいが広がる学校 こどもまんなか ～一人ひとりが輝く学び～
○主体的に考え自己決定できる力 ○「想像力」や「課題解決能力」を持ち変化に柔軟に適応できる力 ○多様な他者と合意形成し、協働できる力 ○自己をよく理解し、自分の強みを生かせる力

政策１ すべてのこどもの学びの充実 … こどもたちが、それぞれに最も適した学びに向かい多様な仲間と関わりながら探究できる
政策２ 教職員の専門性の向上と発揮 … 教職員が本来担うべき業務に専念し、質の高い教育が提供できる
政策３ こどもが安心して学べる環境づくり … こどもたちが安心できる環境で、生き生きと学びに取り組むことができる

政策１ すべてのこどもの学びの充実

政策３ こどもが安心して学べる環境づくり

（１）こどもが主体となり学習を進める環境の整備

①【拡充】学習支援ツールの機能拡充 98,000千円（ 32,900千円）
こどもの学習履歴をデータ化し分析する機能を導入することで、こども一人ひとりの課題や理解度を可視化
し、全ての教員が客観的な分析データに基づきながら授業づくりができるようにする。これにより、「個別
最適な学び」を提供できるようになる。

②【継続】教育ネットワークに係る通信事業 39,398千円（ 29,378千円）

（２）多様化が顕著となるこどもたちへの対応

①【新規】外部専門家の訪問指導による通級指導の充実 2,760千円（ 0千円）
言語障害や肢体不自由等により特別な支援を必要とするこどもが、自分の体や状態に向き合い、前向きに改
善やメンテナンスに取り組めるよう、言語聴覚士や理学療法士を活用して通級指導教室の充実を図る。

②【継続】特別支援教育支援員の配置 261,753千円（239,668千円）

③【継続】外国人児童生徒等支援事業 13,894千円（ 19,472千円）

④【継続】医療的ケア看護職員の配置 27,816千円（ 43,049千円）

（３）安心して過ごすことのできる場づくり

①【拡充】教育相談員活用事業 60,497千円（ 31,669千円）
不登校状態または不登校傾向の児童生徒や在籍クラスに入ることが難しい児童生徒が自分のペースで学習
や生活を継続できる場としての校内サポートルームにおいて、こども達の見守りや相談に対応する教育相
談員を拡充して配置する。
（現在）中学校35校、小学校22校 → （令和8年度）中学校36校、小学校65校、小中学校5校
来年度は全小中学校に校内サポートルームを設置し、教室に入りづらいこどもをサポートできるよう環境を
整える。

②【継続】スクールカウンセラーの設置 82,626千円（ 82,626千円）

③【継続】スクールソーシャルワーカーの配置 28,318千円（ 28,318千円）

④【継続】医療的ケア看護職員の配置（再掲） 27,816千円（ 43,049千円）

（１）欠員を生まない仕組みづくりや校務の改善

①【拡充】非常勤養護教諭の配置 8,542千円（ 6,175千円）
熱中症対策や、保健室登校・アレルギー疾患を持つ児童生徒の増加など、養護教諭の業務は複雑かつ多忙化
し、児童生徒一人ひとりに向き合う時間や余裕を確保することが困難な状況となっているため、勤務経験を
有する養護教諭を大規模校及び末広中学校分教室に配置することで、よりきめ細やかな支援を実施する。

②【新規】コミュニケーションツールの導入 10,298千円（ 0千円）
保護者との連絡手段として、全市立小中学校で統一的に有償版ツールを導入する（保護者との個別連絡、教
育委員会から保護者への一斉配信等が可能）。これにより、出欠席連絡や緊急時の情報共有の迅速化、電話
の待ち時間の削減など教職員の負担軽減になり、こどもと向き合う時間の増加に繋げる。

③【新規】「静岡市で拓く、教職の未来」教職へのナビゲーション事業

3,370千円（ 0千円）
教員採用候補者が教員生活を安心してスタートできるよう採用前に学校現場で教員業務の補助を行う「教職
プレワーク」、潜在教員の不安を解消し講師登録者を増やすための「教職説明会」、教職の魅力を広く発信
することで将来の志望者を増やすための「教職魅力発見セミナー」などを行う。

④【継続】欠員未補充の解消 25,000千円（ 25,000千円）
教職員定数外の臨時講師を４月当初から任用し、人材確保が困難な年度当初及び年度途中の欠員未補充を解
消する。

（２）学校組織全体で対応する仕組みづくり

①【新規】フレキシブル担任制の導入 20,000千円（ 0千円）
法定数により教務主任以外の級外教員が配置されない８～９学級の小学校に１人の級外教員（臨時講師）を
配置することで、市内全校においてフレキシブル担任制ができる環境を整える。

②【拡充】スクールロイヤー活用事業 594千円（ 594千円）
学校で発生した様々な問題に対し、法律に基づいた助言や指導を行う。来年度からは、学校事案を主に担当
する顧問弁護士を政策法務課で新たに配置し、保護者との面談に同席する等、学校及び事務局からの相談受
付体制を強化する。

Ｒ８当初：48,870,863千円（Ｒ７当初：50,267,670千円）

※（ ）は令和７年度当初予算額。 下線は２月補正予算額を含む。令和８年度の主な取組

政策２ 教職員の専門性の向上と発揮

（１）安全に成長できる施設、環境

①【新規】児童生徒の通学支援 39,823千円（ 0千円）
学校統合に伴い既存の公共交通機関の利用だけでは通学が困難となる蒲原地区、由比地区の児童生徒の通学
を支援するため、スクールバスの運行を行う。

②【新規】小中学校体育館空調設備整備事業 48,900千円（ 0千円）
熱中症等のリスクから児童生徒の健康を守り、学習環境を改善するとともに災害時の避難所環境を改善する
ため、空調設備を整備する。来年度は、令和７年９月補正予算にて実施するモデル校３校の効果検証と、小
学校13校・中学校３校の設計を行う。

③【新規】小中学校危険樹木伐採等事業 40,000千円（ 0千円）
調査の結果、特に倒木等の危険があり早急に対応するべきと判断された樹木の伐採・剪定を行う。

④【継続】小中学校校舎トイレリフレッシュ事業 1,449,733千円（1,419,690千円）

⑤【継続】小学校特別教室空調設備整備事業 1,271,700千円（ 717,200千円）

⑥【継続】藁科地域小中一貫校整備事業 364,355千円（ 281,866千円）

⑦【継続】由比地区小中一貫校整備事業 289,369千円（ 8,700千円）

（２）地域の大人に見守られ成長できる仕組み
①【継続】地域学校協働活動の推進 110,258千円（ 118,800千円）

（３）学校と諸機関、民間施設との連携
①【継続】有機・規格外農作物の学校給食活用事業 7,300千円（ 7,300千円）

【主な増減要因】
人件費 ：定年引上げによる退職見込者数の増＋8.6億円

給与改定、法改正等に伴う増＋16.5億円
施設管理：蒲原小中一貫校整備の終了▲35億円【増減】▲1,396,810千円
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・ふれあい教室
・かがやく教室
・はばたく教室

末広中分教室
（学びの多様化学校）

放課後等デイサービスフリースクール

校内サポートルーム
SC・SSWの配置

学校

教育支援センター 子ども・福祉に係る行政サービス
フリースクール等民間団体

魅力ある学校づくり

『一人ひとりのやってみたいが広がる学校
こどもまんなか ～一人ひとりが輝く学び～ 』

オンラインによる学習支援・面接相談
・電話相談

・学校とのオンライン通信
・デジタルコンテンツの活用

・学習支援
・生活支援
・自立支援
・体験活動
・居場所づくり 等

情報共有
ノウハウの共有

情報共有
首長部局との情報連携

情報共有

ノウハウの共有

情報共有
ノウハウの共有

ノウハウの横展開

（教育委員会） ※校内支援体制

・校長
・教頭
・生徒指導担当
・特別支援Co．
・担任
・SSW
・SC
・教育相談員

福祉サービス

教育サービス

Ｃｏ． …コーディネーター
ＳＳＷ …スクールソーシャルワーカー
ＳＣ …スクールカウンセラー

・訪問教育相談員
の派遣

・校内サポートルーム
への運営指導

・民間施設等の情報
収集及び案内

児童生徒 保護者

校内支援体制の充実
・ 校内サポートルームの充実
・ 校内支援体制の構築※

教員

専門職
等

就学前施設（幼保）
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静岡市が目指す「フレキシブル担任制」
（＊１）「フレキシブル担任制」とは︖
教員が交代で学級を担当する「チーム担任制」や、

中学校のように教科ごと教員が替わる「教科担任制」
など、具体的な取組を各学校において校長の指導のも
と、実情・実態に応じて柔軟に実施できる学校体制の
こと。

フレキシブル（flexible）柔軟性がある・融通が利く

【目的】
複数の教員で学級や学年を担当したり、授業を教科で
分担し、教員の強みを生かした教育活動を展開したり
するなど、全ての学校でフレキシブル担任制（＊１）
を導入し、チームで学校運営する体制を整えることで、
担任教員の多忙解消につなげるとともに、授業を教科
で分担するなど、教員の強みや専門性を生かした教育
活動を展開し、教育の質の向上を図る。

＊担任が学級のすべてを担う
＊担任と児童の関係が固定化
＊学級の諸問題は、担任一人
で対応

＊隣の学級には関わらない
＊担任の空き時間がほとんどない

＊担任を定期的に交代する。
＊授業を教科で分担する
＊級外教員が、学級の諸問題に
一緒に対応

＊学級や学年をまたいで指導
＊担任の空き時間を増やす

◎複数の教員で指導・支援
◎諸課題をチームで対応
◎得意な教科を担当し、各教員
良さ・強みを生かす

◎お互いに指導技術を学び合う
◎新採教員等のフォロー
◎空き時間を増やし多忙解消へ

現在導入が進んでいる、複数の教員で子どもを支援する「フレキシブル担任制」を
全校で実施していくための環境を整えていきます

個業システムから協業・分業システムへ

期待される効果
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「フレキシブル担任制」の実施例

（１）チームで担任をする場合 （２）教科ごとに教員が替わる場合
ア 級外教員を加えてチームで指導・支援

イ 複数学級の担任がチームで指導・支援

ウ 級外教員を加える「教科担任制」

エ 複数学級の担任のみ行う「教科担任制」

各学校において校長の指導のもと、実情・実態に応じて柔軟に実施される

算数
理科
体育 算数

算数
理科

算数
理科
体育 算数 理科 理科 体育 体育

算数
理科 算数 算数 理科 理科
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